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Ⅰ 指定申請の概要 
  児童福祉法に規定される障害児通所支援を提供する事業者・施設は、支援の種類及び事業所

ごとに、指定を受ける必要があります。 
   この手引きは、児童福祉法に規定する事業の指定を受けようとする事業者のため、指定手続

に係る基本的事項をまとめたものです。 
   ※ 事業所の所在地が和歌山市内にある場合は、和歌山市障害者支援課へご相談ください。 
  ※ 指定特定相談（計画相談）支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けるため

の申請の手順は、事業所の所在する市町村へお問い合わせください。 
 
  ＜障害児通所支援＞ 
   ・児童発達支援 
   ・放課後等デイサービス 
     ・居宅訪問型児童発達支援 
   ・保育所等訪問支援 
 
Ⅱ 指定の要件（児童福祉法第２１条の５の１５） 

指定障害児通所支援事業者になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。 
①申請者が法人格を有していること。 
②事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が内閣府令、和歌山県条例で定める基準を満

たしていること。 
③内閣府令、和歌山県条例で定める基準に従って適正な事業の運営ができること。 
④その他児童福祉法第２１条の５の１５第３項第４号から第１４号に掲げる欠格事項に該

当しないこと。 
 
  〈条例で定める基準〉（「Ⅴ４．和歌山県条例」参照） 
      ・和歌山県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２４年１０月５日和歌山県条例第７３号） 
 〈指定障害児通所支援事業者の指定基準に係る解釈通知〉 
      ・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準について（平

成２４年３月３０日障発０３３０第１２号） 
 
Ⅲ 指定申請及び届出等の手続き 
１．指定申請の手続き 
  準   備  
  ◆事業所立ち上げ準備 

  ①法人格の取得 
   定款に事業目的が記載されていない場合は、目的変更登記を済ませてください。 
   【記載例】児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 

 
    ②指定基準（人員基準・設備基準・運営基準）の確認、関係法令の確認、必要書類の作成 

    ※関係法令等の確認 
     ・【建築基準法】 
       使用予定物件が建築基準法に適合した建物（用途、構造等）であるかを確認して

ください。 
     ・【消防法】 
       消防設備等の設置等の必要性について、消防部局に確認してください。 
     ・【都市計画法】 
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       市街化調整区域で事業をする場合、開発許可が必要となりますので、建築部局と

手続きをしてください。（市街化調整区域でない場合は確認不要です。） 
 
     ・【和歌山県福祉のまちづくり条例】 
             建物を新築若しくは新設又は増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の

模様替えをしようとする場合は、当該公共的施設を整備基準に適合しているか建

築部局に確認してください。  
     ・【その他】 

 建物所在地の状況（土砂災害危険箇所、津波災害警戒区域、浸水想定区域等）に

ついて建築部局等に確認の上、必要に応じて手続き等を行ってください。 
 
   ③資格要件の確認 
    人員基準に資格要件がある場合、要件を満たす人員を確保してください。 
    【注意】児童発達支援管理責任者は「サービス管理責任者等実践(更新)研修」を修了して

いることが必要です。 

（和歌山県での研修実施については、HP 参照）（「Ⅴ１．資格要件について」参照） 
 
  事 前 協 議  （標準的な協議期間約 30 日間）  
  ◆事業所を設置する圏域を所管する振興局に、事前協議書及び必要書類（３部）を持参の上、

遅くとも指定希望日の前々月１日までに具体的に実施予定の事業内容等の協議を開始し、

前々月の末日までに終了してください。その際、電話で来庁日時を調整し、従業員の配置

状況や事業所の平面図等を持参してください。 
   当該協議の際には、事業計画や支援内容等について説明を求める場合があるので、管理者

及び具体的に事業説明のできる方の同席をお願いします。（事前に連絡いただかなければ、

担当者不在等により対応できない場合があります。また、賃貸物件の場合は、契約を締結

する前にご相談ください。） 
     
  申   請   
  ◆提出時期 

遅くとも予定している指定月の前月５日までに提出してください。なお、５日が閉庁日の

場合は、直後の開庁日を締切日とします。 
     【例】１０月１日に指定希望→９月５日までに提出 
   
  ◆申請書類の提出 
   ①申請書類：指定申請の際に必要な添付書類等は、支援の種類ごとに異なります。各支援

の必要書類については、｢チェックリスト｣を参照してください。 
         多機能型事業所として一体的に複数のサービスを行う場合には、申請書類は

一括で提出してください。 
         チェックリスト申請書の様式等は、和歌山県のホームページに掲載していま

す。 
       （和歌山県障害福祉課 HP＞ 

｢障害者・障害児 指定事業所等 申請・届出｣＞「各種 申請・届出様式」） 
（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/shitei_jigyosyo/yoshiki.html） 

 
   ②提出部数：３部 
                 （正本１部：県障害福祉課、副本１部：所管の振興局、１部：事業所控え） 
    ③提 出 先：所管の振興局（「Ⅲ９．問い合わせ・提出先一覧」参照） 
    ※  申請書は不備があれば、追加・修正をしていただくことがあります。また、その際

は翌々月以降の指定になることがありますので、余裕をもって申請してください。 
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    ※ 新規申請時に社会保険及び労働保険の加入状況を確認します。 
  審   査  
  ◆提出書類に基づき指定基準を満たしているかどうか審査をします。 
 
  ◆指定をする前に現地確認を行いますので、その時点で設備上の不備（指定基準を満たして

いない、改修工事が完了していない等）がある場合は、指定予定年月日に指定をすること

はできませんので御注意ください。（現地確認の日時は事前に連絡します。） 
 
  指   定  
  ◆指定通知書等を申請者（法人）宛に郵送します。 
   指定通知書は再発行しませんので、大切に保管してください。 
 
  ◆指定日は、申請のあった日の翌月 1 日です。 
 
  ◆指定の有効期間は、6 年です。 
      指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に更新の 
   手続きを行う必要があります。 
   指定更新申請書は、指定期間満了の前月の末日までに、所管の振興局へ提出してくださ

い。 
  
  情報提供・公示  
  ◆独立行政法人福祉医療機構 HP「ＷＡＭ ＮＥＴ(ワムネット)内の障害福祉サービス等情報

公表システム」等で指定事業者の情報提供を行います。 
 

      平成 30 年 4 月から「障害福祉サービス等情報公表制度」が始まり、事業者は都道

府県知事等に障害福祉サービス等を報告する義務があります。 

      申請者（法人）のメールアドレスに ID、パスワードが届きますので、ログイン画面

から情報入力し、承認申請をしてください。内容の更新も申請者が行ってください。 
システムログイン www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/COP000100E0000.do 

      詳しくは、和歌山県障害福祉課のホームページに掲載しています。 
      https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/shitei_jigyosyo/wamnet.html 
 

    
  ◆各市町村・関係機関等に通知します。  
   
  ◆新規指定事業者について「和歌山県報」に登載します。 
 
  運営状況の確認  
   ◆指定から３か月後を目途に運営状況の確認を行います。 
     
  ◆適宜、運営指導等を行います。 
 
※以下の手続きは、「９ 提出方法」参照すること。 
 
２．業務管理体制の整備に関する届出（児童福祉法第２１条の５の２６） 

平成２４年４月から、不正事案の発生防止及び事業運営の適正化を図るため、全ての指定障

害福祉サービス事業者等に法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられまし

た。事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、届出を行ってください。 
なお、事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定

められています。 
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  また、根拠条文が異なる事業を実施する場合は、それぞれの条文ごとに届出が必要となりま

す。届出先は、法人の主たる事務所の所在地になります。 
 

 

  ◇届出書に記載すべき事項◇ 
届 出 事 項 対象となる事業者 

①事業者の名称又は氏名 
      主たる事務所の所在地 
      代表者の氏名、生年月日、住所 

全ての事業者 
 
 
 ②法令遵守責任者の氏名 

③上記に加え「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が２０以上の事業者 
④上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要 事業所等の数が１００以上の事業者 

 
３．事業の開始届（児童福祉法第３４条の３） 

障害児通所支援事業等を開始するに当たっては、指定申請とは別（又は同時）に、「事業等

開始届（様式第 6 号）」を提出する必要があります。 

なお、既に障害児通所支援事業等を開始しており、追加で指定申請する場合は、「事業等変

更届（様式第６-２号）」を、指定申請と同時に提出してくだい。 
 
４．変更届出の手続き（児童福祉法第２１条の５の２０） 
  指定障害児通所支援事業者は当該事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変

更があったときは、その旨を変更の日から１０日以内に知事に対して届け出なければなりませ

ん。 
指定内容変更届出書（様式第２号）の「変更があった事項」をご確認いただき、該当する事

項がある場合は届出を提出してください。（指定申請の際に指定申請書及び各種付表に記載し

た事項について変更があった場合に、届出が必要となります。） 
ただし、障害児通所給付費の請求に関する事項（報酬・加算に関する体制）に変更がある場

合の届出時期等については、下記（２）によります。 
 
 （１）変更届出が必要な場合（主なもの）  
      ①事業所・施設の名称及び所在地が変更になった場合 
      ②申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、住所等が変更になった場合 
      ③申請者の定款、寄附行為、登記事項証明書又は条例等が変更になった場合 
   ④建物の構造、事業所の平面図、設備の概要が変更になった場合 
   ⑤管理者・児童発達支援管理責任者の氏名、住所等が変更になった場合 
   ⑥運営規程等が変更になった場合（※従業者の員数の変更は、⑥に該当します。） 
   ⑦協力医療機関の名称、契約の内容等が変更になった場合 
   ⑧事業者又は事業所の電話番号、FAX 番号、メールアドレスが変更になった場合 

⑨定員の変更（増加） 等 
 

※⑥運営規程及び従業者の変更（従業者の職種、員数及び職務の内容）について 

運営規程（⑨定員増加を除く）並びに従業者（管理者、児童発達管理責任者を除く）の変

更は、当該年度と前年度の比較基準日（４月１日）において変更している場合に、年１回

基準月の末日までに必要書類を提出することで足りるものとします。 

（提出期限 ４月３０日） 

 

  ※以下の変更は、変更届提出前に事前協議が必要です。変更予定日の前々月 1 日までに管轄

する振興局担当者に変更内容を連絡してください。 

①定員（増加）または既に指定を受けている単位数を新たに追加する場合 
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管轄する振興局に変更予定日の前月５日までに事前協議書を提出し、基本報酬区分等が

変更する場合は「障害児通所給付費の請求に関する届出」と変更届を、変更予定日の前

月 15 日までに提出してください。報酬の変更がない場合は、変更のあった日から 10

日以内に変更届を提出してください。 

   ②事業所の所在地(移転)または設備概要・建物の構造を変更する場合 

管轄する振興局に変更予定日の前月５日までに事前協議書を提出し、現地確認を受けた

上で、変更のあった日から１０日以内に変更届を提出してください。 

なお、事前協議時と完成後の状況が全く異なる場合、基準等を満たさなかった場合及び

変更日までに内装等完成していない場合などについては、当該所在地でのサービス提供

及び変更は認められません。 
 
 （２）障害児通所給付費の請求に関する届出（「障害児（通所・入所）給付費算定に係る体制

等に関する届出書」（様式第 5 号及び様式第 5 号別紙）を提出） 

※別途 加算に係る様式がある加算については加算別紙も添付。（添付資料等は県ホームペー

ジ「（児）加算別添付資料一覧」参照 

   ①届出に係る加算等の算定 
届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）については、

利用者や指定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月１５

日以前になされた場合には翌月１日から、１６日以降になされた場合には翌々月１日か

ら、算定を開始するものとします。（１５日が閉庁日の場合は、直後の開庁日が締切日） 
 

   ②加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い（減算及び減算の取下げを含む。） 
加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明

らかな場合は、速やかにその旨の届出を行ってください。 
なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定

を行わないものとします。 
 

      ③前年度の実績により算定することが要件とされている加算等について 
     ４月１日から算定する場合、４月１５日までに届出を行ってください。 
     例）（児童発達支援）未就学児等支援区分等 
 
  ※加算等算定要件の変更による届出（報酬の変更なし）は不要としますが、人員の入れ替え

等行われる際は要件を満たすかご留意ください。 

 
 （３）変更届出又は、給付費算定に係る体制等に関する届出に必要な書類及び受付場所 

「変更届出書」又は、「給付費算定に係る体制等に関する届出書」に必要事項を記入の上、

変更があった事項に関連する書類を添付し、所管の振興局（「Ⅲ９．問い合わせ・提出先一

覧」参照）に提出してください。 

 
５．その他の届出の手続き 
 （１）廃止・休止する場合（児童福祉法第２１条の５の２０） 
   指定障害児通所支援事業者は、当該通所支援の事業を廃止し又は休止しようとするときは、

その廃止又は休止の日の１月前までに、知事に届け出なければなりません。 
   休止届にご記入いただく休止期間は、原則６か月以内です。引き続き休止する場合は再度

休止届を提出する必要があります。（休止届の再提出（延長）は１回のみ、休止期間は、継

続前の分と合わせ最大１２か月までとなります。） 
「廃止・休止・再開届出書」（様式第３号）に必要事項を記入の上、提出してください。 
なお、廃止・休止の際は、利用者対応記録表を添付の上、利用者のサービス利用継続に支

障がないよう必要な措置を講じてください。 
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  ※利用者の利用調整が未整備な場合には、事業者責務を果たしていない（児童福祉法第２１

条の５の１９第４項）として、勧告、命令等を行うこと（児童福祉法第２１条の５の２３

第１項から第３項まで）とされています。 

 
 （２）再開する場合（児童福祉法第２１条の５の２０） 

指定障害児通所支援事業者は、休止した当該通所支援の事業を再開したときは、その日か

ら１０日以内に知事に届け出なければなりません。（再開前に届け出ることも可能です。） 

   「廃止・休止・再開届出書」（様式第３号）に必要事項を記入の上、提出してください。 
 
６．指定の取消し（児童福祉法第２１条の５の２４） 
    都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が児童福祉法第２１条の５の２４に規定する事

項に該当する場合は、指定の取消しを行うことができるとされています。 
 
７．指定の更新（児童福祉法第２１条の５の１６） 

県知事による障害児通所支援事業者等の指定については有効期間が定められており、その期

間は６年間とされています。（指定期間は指定通知に記載します。） 
このため、指定障害児通所支援事業者等は、６年ごとに指定更新の手続をしなければ、指定

の効力を失うこととなります。 
指定更新に当たっては、指定申請と同様の手続が必要です。 
「指定更新申請書」（様式第１号）は、指定期間満了の前月の末日までに所管の振興局へ提

出してください。 

（例）指定日が令和３年９月１日の場合 

    指定期間満了日   令和９年８月３１日（６年ごと） 

    更新申請書提出期限 令和９年７月３１日（満了日前月末日まで） 

 
  ◆同一事業所で指定有効期限が異なるサービスがある場合◆ 
    指定有効期限が最も早いサービスに併せて、すべてのサービスの更新を行うことができ

ます。最も早期に有効期限を終了するサービスと更新日が同一年月日となります。 
    「同一事業所」とは、多機能型事業所を指します。 
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８．提出方法 

事業所の所在する地域を所管する振興局健康福祉部総務福祉課に電子メール、持参又は郵送

により提出してください。（和歌山市の事業所については、和歌山市障害者支援課にお問い合

わせください。） 

 

 （１）電子メール（新規指定の申請は、事前協議も含め電子メールでの受付はしません。） 

  ・電子メールの件名は以下のように設定してください。 

「障害福祉届出・サービス名・事業所名」 

（例）「障害福祉届出・児童発達支援・○○サービス」 

  ・提出した振興局等で書類の内容を確認し、受理する場合は、届出を提出したメールアドレ

スあてに、「受付完了メール」（受付印を押印した届出書は添付しません。）を返信しま

す。内容が適正でない場合は、受理できない旨を返信します。 

  ・原則、県（県障害福祉課又は振興局）が電子メールを受信した日を受付日とします。 

  ・個人情報保護のため、メールに添付するファイルにはパスワードを設定することを推奨し

ます。 

 

 （２）紙及び郵送 

  ・各振興局まで、2 部（正本１部：県障害福祉課又は所管の振興局、副本１部：事業所控

え）持参してください。受付印を押印します。 

  ・郵送により提出する場合は、切手を貼り付けた事業者控え返信用の封筒を同封して２部

提出してください。） 

  ・郵送は、提出先に到着した日を受付日としますので、余裕をもって提出してください。 

 

 （３）留意事項 

  ・届出等に不備があれば、追加・修正をしていただくこともありますので、余裕をもって提

出してください。場合によっては受理できないこともあります。 

  ・届出期日が閉庁日の場合は、全ての提出方法について、直後の開庁日とします。 

  ・児童発達支援センター（和歌山市以外）の新規指定に関するお問い合わせは、県障害福祉

課までご連絡ください。 
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９．問い合わせ・提出先一覧 
 

事業所所在市町村 提出先/住所 電話番号/FAX番号/ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

和歌山市 

 

和歌山市 

障害者支援課 

〒640-8511 
和歌山市七番丁23番地 

電話：073-435-1060 

FAX：073-431-2860 

海南市・紀美野町 

 

海草振興局 

健康福祉部総務福祉課 

〒642-0022 
海南市大野中939 

電話：073-482-5511 
FAX：073-482-3786 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 
e1301312@pref.wakayama.lg.jp 

岩出市・紀の川市 

 

 

那賀振興局 

健康福祉部総務福祉課 

〒649-6223 
岩出市高塚209（那賀総合庁舎） 

電話：0736-61-0023 

FAX：0736-61-0013 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 
e1302312@pref.wakayama.lg.jp 

橋本市・かつらぎ町 

九度山町・高野町 

伊都振興局 

健康福祉部総務福祉課 

〒649-7203 
橋本市高野口町名古曽927 

電話：0736-42-0491 

FAX：0736-42-5468 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 
e1303312@pref.wakayama.lg.jp 

有田市・湯浅町 

広川町・有田川町 

 

有田振興局 

健康福祉部総務福祉課 

〒643-0004 
有田郡湯浅町湯浅2355-1（有田総合庁舎） 

電話：0737-64-1291 

FAX：0737-64-1261 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 
e1304312@pref.wakayama.lg.jp 

御坊市・美浜町 

日高町・由良町 

日高川町・印南町 

日高振興局 

健康福祉部総務福祉課 

〒644-0011 
御坊市湯川町財部859-2 

電話：0738-22-3481 
FAX：0738-22-8751 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 
e1305311@pref.wakayama.lg.jp 

田辺市・白浜町 

上富田町・すさみ町 

みなべ町 

西牟婁振興局 

健康福祉部総務福祉課 

〒646-8580 
田辺市朝日ヶ丘23-1（西牟婁総合庁舎） 

電話：0739-26-7932 

FAX：0739-26-7916 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 
e1306312@pref.wakayama.lg.jp 

新宮市・那智勝浦町 

太地町・北山村 

 

東牟婁振興局 

健康福祉部総務福祉課 

〒647-8551 
新宮市緑ヶ丘2丁目4-8（東牟婁総合庁舎） 

電話：0735-21-9630 

FAX：0735-21-9639 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

e1307312@pref.wakayama.lg.jp 
串本町・古座川町 

 

東牟婁振興局健康福祉部 

串本支所地域福祉課 

〒649-4122 
東牟婁郡串本町西向193 

電話：0735-72-0525 

FAX：0735-72-2739 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 
e1307412@pref.wakayama.lg.jp 

 

※以下の届出は、持参の場合は事業所の所在する圏域の振興局に、電子メール及び郵送で提出の場合

は圏域にかかわらず（和歌山市を除く）県障害福祉課あて提出してください。 

○事業等変更届：様式第 6-2 号 

○業務管理体制の整備に関する届出 

○複数の圏域にまたがる法人の一括変更 

 

県障害福祉課提出先 電話：073-441-2537、FAX：073-432-5567 

メールアドレス：e0404002@pref.wakayama.lg.jp 
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Ⅳ 各障害児通所支援事業について 
 
１．児童発達支援 

未就学の障害児が日常生活における基本的動作や知識技能を習得し、集団生活に適応するこ

とができるよう、当該障害児の身体や精神の状況、その置かれている環境に応じて、適切かつ

効果的な指導及び訓練を行う。 
 
・児童発達支援の指定基準（児童発達支援センター以外） 

人 
員 
基 
準 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従 
業 
者 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児童指導員 
又は 

保育士 

児童発達支援の単位（同時に、一体的に提供される指定児童発達支

援をいう。）ごとに当該支援を行う時間帯を通じて専ら当該支援の

提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が以下の必要数以上

（1 人以上は常勤） 
・障害児の数が１０までのもの ２人以上 
・障害児の数が１０を超えるもの ２人に障害児の数が１０を超え

て５又は端数を増すごとに１人を加えた数以上 
・機能訓練担当職員、看護職員の数を総数に含めることができる。 
・機能訓練担当職員、看護職員の数を総数に含める場合は、半数以

上は児童指導員又は保育士であること。 
児童発達支援

管理責任者 
 
 
 
 
 
 
 
 

・１人以上（うち１人は専任かつ常勤） 
・児童発達支援管理責任者については、児童発達支援計画の作成及

び提供した児童発達支援の客観的な評価等の重要な役割を担う者

であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、児童発達

支援管理責任者と直接支援の提供を行う児童指導員等とは異なる

者でなければならない。 
 責 務  
・児童発達支援計画の作成に関すること。 
・障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、

必要な助言その他の援助を行うこと。 
・他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

機能訓練担当

職員 
 
 

・日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に置く。 
（具体的には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導

担当職員をいう。） 
・配置した場合、児童指導員又は保育士の数として算定可。 

看護職員 ・医療的ケアを行う場合に置く。 
（具体的には、保健師、助産師、看護師、准看護師をいう。） 
・配置した場合、児童指導員又は保育士の数として算定可。 
・医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、医療

的ケアを行わせる場合等には置かないことができる。 
管理者 
 
 
 
 
 
 

・１人 
・原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事する者。 
（業務に支障がない場合は、児童発達支援管理責任者など他の職務

との兼務可） 
 責 務  
・事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこ

と。 
・事業所の従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行う

こと。 
設備 
基準 

・発達支援室のほか、支援の提供に必要な設備及び備品を備えること。 
・発達支援室は、訓練に必要なスペースや必要な機械器具を備えること。 
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最低

定員 
・１０人以上 
・主として重症心身障害児を通所させる場合は５人以上 

・定員２０人以上の多機能事業所（指定通所支援の事業のみを行う多機能事業所を除く）

の場合は、児童発達支援または放課後等デイサービスの利用定員を５人以上とすること

ができる。 
運営

基準 
・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと。 
・支援プログラム（５領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュ

ニケーション」「人間関係・社会性」との関連性を明確にした支援の実施に関する計画）

を策定、公表すること。 
・苦情を受け付ける窓口を設置するなど苦情解決に必要な措置を講ずること。 
・障害児の安全の確保を図るための計画を策定すること。 

 
 
 ・主として重症心身障害児を通わせる場合の人員基準 

人 
員 
基 
準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従 
業 
者 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

嘱託医 ・１人以上 
看護職員 
 

・１人以上 
（具体的には、保健師、助産師、看護師、准看護師をいう。） 

児童指導員

又は保育士 
・１人以上 
 

機能訓練担

当職員 
 
 
 
 

・１人以上 
（具体的には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当

職員をいう。） 
・機能訓練を行わない時間帯については配置しないことができる。 
・機能訓練担当職員については、児童発達支援センター及び医療型児童

発達支援を除く。 
児童発達支

援管理責任

者 

・１人以上 
 
 

管理者 ・１人 
 
※心理指導担当職員及び児童指導員の資格要件は「Ⅴ１．資格要件について」参照。 
 
※資格要件を満たさない直接支援を提供する従業者は「指導員」とします。 

「指導員」は基準人員（員数）としての配置をすることはできませんが、児童指導員等加配加

算等を算定する際に「その他の従業者（強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）終了者は児

童指導員等）」の加配職員として常勤換算（時間）に含めることができます。 
 
※主として重度の知的障害及び上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を対象と

した生活介護と、主として重症心身障害児を通わせる障害児通所支援（児童発達支援又は放課後

等デーサービス）の事業を多機能事業所として併せて行う場合は、利用定員を全ての事業を通じ

て５人以上とすることができます。その場合の職員は、兼務可能です。（サービス管理責任者と

児童発達支援管理責任者の兼務を含む。） 
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・児童発達支援の指定基準（児童発達支援センター） 
人 
員 
基 
準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 従 
 業 
 者  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

嘱託医 ・１人以上 
児童指導員

及び保育士 
 
 

・単位ごとに総数がおおむね障害児の数を４で除して得た数以上 
・児童指導員 １人以上 
・保育士 １人以上 
・機能訓練担当職員、看護職員の数を総数に含めることができ、その

場合は半数以上が児童指導員又は保育士であること。 
栄養士 
 

・１人以上 
・障害児の数が４０人以下の場合は置かないことができる。 

調理員 
 

・１人以上 
・調理業務の全部を委託する場合は置かないことができる。 

診療所に必

要とされる

従業者 

医療法に定める必要数。 
※治療を行う場合に限る。 

児童発達支援

管理責任者 
・１人以上 
 

機能訓練 
担当職員 

・機能訓練を行う場合に置く ・児童指導員及び保育士の

総数に含めることができ

る。 看護職員 ・医療的ケアを行う場合に置く。 
管理者 
 

・１人 
・原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事する者 

 設 
 備 
 基 
 準  
 
 
 

発達支援室 
 

・定員は、おおむね１０人 
・障害児１人当たりの床面積は、2.47㎥以上 

遊戯施設 ・障害児１人当たりの床面積は、1.65㎥以上 
屋外遊戯室、 
医務室、相談室 
調理室、便所 
静養室 

・必要なスペースや機械器具を備えること。 

その他、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等。 
運営 
基準 

・児童福祉法で定める設備運営基準（第４５条第２項）を満たし、指定と併せて児童福

祉施設としての認可を受けること。 
・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと。 
・支援プログラム（５領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミ

ュニケーション」「人間関係・社会性」との関連性を明確にした支援の実施に関する計

画）を策定、公表すること。 
・苦情を受け付ける窓口を設置するなど苦情解決に必要な措置を講ずること。 
・障害児の安全の確保を図るための計画を策定すること。 

 
※心理指導担当職員及び児童指導員の資格要件は「Ⅴ１．資格要件について」参照。 
 
※資格要件を満たさない直接支援を提供する従業者は「指導員」とします。 

「指導員」は基準人員（員数）としての配置をすることはできませんが、児童指導員等加配加

算等を算定する際に「その他の従業者（強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）終了者は児

童指導員等）」の加配職員として常勤換算（時間）に含めることができます。 
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２．放課後等デイサービス 
学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のた

めの訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとと

もに、放課後等の居場所づくりを推進する。 
 

人 
員 
基 
準 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従 
業 
者 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児童指導

員又は 
保育士 

放課後等デイサービスの単位（同時に、一体的に提供される指定児童発達

支援をいう。）ごとに当該支援を行う時間帯を通じて専ら当該支援の提供

に当たる児童指導員又は保育士の合計数が以下の必要数以上（1 人以上は

常勤） 
・障害児の数が１０までのもの ２人以上 
・障害児の数が１０を超えるもの ２人に障害児の数が１０を超えて５又

は端数を増すごとに１人を加えた数以上 
・機能訓練担当職員、看護職員の数を総数に含めることができる。 
・機能訓練担当職員、看護職員の数を総数に含める場合は、半数以上は児

童指導員又は保育士であること。 
児童発達

支援管理

責任者 
 
 
 
 
 
 
 
 

・１人以上（うち１人は専任かつ常勤） 
・児童発達支援管理責任者については、放課後等デイサービス計画の作成

及び提供した指定放課後等デイサービスの客観的な評価等の重要な役割

を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、児童発

達支援管理責任者と直接支援の提供を行う児童指導員等とは異なる者で

なければならない。 
 責 務  
・放課後等デイサービス計画の作成に関すること。 
・障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な

助言その他の援助を行うこと。 
・他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。  

機能訓練

担当職員 
日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に置く。 
（具体的には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職

員をいう。） 
配置した場合、児童指導員又は保育士として算定可。 

看護職員 ・医療的ケアを行う場合に置く。 
（具体的には、保健師、助産師、看護師、准看護師をいう。） 
・配置した場合、児童指導員又は保育士の数として算定可。 
・医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、医療的ケア

を行わせる場合等には置かないことができる。 
管理者 
 
 
 
 
 
 

・１人 
・原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事する者。 
（業務に支障がない場合は、児童発達支援管理責任者など他の職務との兼

務可） 
 責 務  
・事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。 
・事業所の従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。 

設備 
基準 

・発達支援室のほか、支援の提供に必要な設備及び備品を備えること。 
・発達支援室は、訓練に必要なスペースや必要な機械器具を備えること。 

最低

定員 
・１０人以上 
・主として重症心身障害児を通所させる場合は５人以上 

・定員２０人以上の多機能事業所（指定通所支援の事業のみを行う多機能事業所を除く）

の場合は、児童発達支援または放課後等デイサービスの利用定員を５人以上とすることが

できる。 
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運営

基準 
・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと。 
・支援プログラム（５領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニ

ケーション」「人間関係・社会性」との関連性を明確にした支援の実施に関する計画）を策

定、公表すること。 
・苦情を受け付ける窓口を設置するなど苦情解決に必要な措置を講ずること。 
・障害児の安全の確保を図るための計画を策定すること。 

  
 
・主として重症心身障害児を通わせる場合の人員基準 

人 
員 
基 
準 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

従 
業 
者 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

嘱託医 ・１人以上 
看護師 
 

・１人以上 
（具体的には、保健師、助産師、看護師、准看護師をいう。） 

児童指導員

又は保育士 
・１人以上 
 

機能訓練担

当職員 
 
 
 
 

・１人以上 
（具体的には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当

職員をいう。） 
・機能訓練を行わない時間帯については配置しないことができる。 
・機能訓練担当職員については、児童発達支援センター及び医療型児童

発達支援を除く。 
児童発達支

援管理責任

者 

○１人以上 
 
 

管理者 ○１人 
 
※心理指導担当職員及び児童指導員の資格要件は「Ⅴ１．資格要件について」参照。 
 
※資格要件を満たさない直接支援を提供する従業者は「指導員」とします。 

「指導員」は基準人員（員数）としての配置をすることはできませんが、児童指導員等加配加

算等を算定する際に「その他の従業者（強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）終了者は児

童指導員等）」の加配職員として常勤換算（時間）に含めることができます。 
 
※主として重度の知的障害及び上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を対象と

した生活介護と、主として重症心身障害児を通わせる障害児通所支援（児童発達支援又は放課後

等デーサービス）の事業を多機能事業所として併せて行う場合は、利用定員を全ての事業を通じ

て５人以上とすることができます。その場合の職員は、兼務可能です。（サービス管理責任者と

児童発達支援管理責任者の兼務を含む。） 
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３．保育所等訪問支援 
保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児に対して、当該施設を訪問し、集団

生活への適応のための専門的な支援を行うことにより、保育所等の安定した利用を促進する。

（「保育所等」には幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園等を含む。） 
 

人 
員 
基 
準 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従 
業 
者 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

訪問支援員 
 
 
 

・訪問支援を行うために必要な数 
・障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育

士、理学療法士、作業療法士又は心理担当職員等であって、集団生活へ

の適応のための専門的な支援の技術を有する者 
児童発達支

援管理責任

者 
 
 
 
 
 

・１人以上（専ら当該事業所の職務に従事する者を１人以上） 
・児童発達支援管理責任者については、保育所等訪問支援計画の作成及

び提供した保育所等訪問支援の客観的な評価等の重要な役割を担う者

である。 
 責 務  
・保育所等訪問支援計画の作成に関すること。 
・障害児又はその家族、訪問先の関係者に対し、その相談に適切に応じ

るとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。 
・他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

管理者 
 
 
 
 
 
 
 
 

・１人 
・原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事する者 
（業務に支障がない場合は、児童発達支援管理責任者など他の職務と

の兼務可。同一人物が訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者の

全てを兼務することは不可。） 
 責 務  
○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。 
○事業所の従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこ

と。 
設備 
基準 
 

・事業運営に必要な広さの専用の区画（事務室等）を設けること。 
・利用申込の受付、相談等に対応するスペースを確保すること。 
・支援の提供に必要（感染症予防に関するものも含む）な設備及び備品等を備えること。 

最低

定員 
・定員の定めなし 
 

運営

基準 
・苦情を受け付ける窓口を設置するなど苦情解決に必要な措置を講ずること。 
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４．居宅訪問型児童発達支援 
 重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児で 
あって、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出する 
ことが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作 
の指導、知識付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他必要な支援を行う。 
 

人 
員 
基 
準 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従 
業 
者 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

訪問支援員 
 
 
 
 
 

・事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 
・下記の①又は②の基準日以降、障害児について、３年以上の直接支 

援業務に従事した者 
①理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の

資格取得後 
 ②児童指導員若しくは心理指導担当職員として配置された日以後 

児童発達支

援管理責任

者 
 
 
 
 
 
 

・１人以上（専ら当該事業所の職務に従事する者を１人以上） 
・児童発達支援管理責任者については、居宅訪問型児童発達支援計画の

作成及び提供した居宅訪問型児童発達支援の客観的な評価等の重要な

役割を担う者である。 
 責 務  
・居宅訪問型児童発達支援計画の作成に関すること。 
・障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要

な助言その他の援助を行うこと。   
・他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

管理者 
 
 
 
 
 
 
 
 

・１人 
・原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事する者 
（業務に支障がない場合は、児童発達支援管理責任者など他の職務と

の兼務可。同一人物が訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者の

全てを兼務することは不可。） 
 責 務  
・事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。 
・事業所の従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこ

と。 
設備 
基準 
 

・事業運営に必要な広さの専用の区画を設けること。 
・利用申込の受付、相談等に対応するスペースを確保すること。 
・支援の提供に必要（感染症予防に関するものも含む）な設備及び備品等を備えること。 

最低

定員 
・定員の定めなし 
 

運営

基準 
・支援プログラム（５領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュ

ニケーション」「人間関係・社会性」との関連性を明確にした支援の実施に関する計画）

を策定、公表すること。 
・苦情を受け付ける窓口を設置するなど苦情解決に必要な措置を講ずること。 
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5 共生型サービスの指定について 

 
共生型サービスは、介護保険または障害福祉のいずれかのサービスの指定を受けている事業所

が、もう一方の制度における指定も受けやすくするための「指定の特例」です。 
 
＜共生型サービス対象事業＞ 
 児童発達支援、放課後等デイサービス（主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。） 
 
1. 指定要件 

共生型サービスの指定要件は、共生型サービスの母体となる既存サービスの基準に沿ったも

のとなります。 

すなわち、共生型サービスと既存サービスの利用者の合計数により、従業員の員数及び施設

の面積が既存サービスの基準を満たしている必要があります。 

 

2. 定員の考え方 

  共生型サービスにおける利用定員は、共生型サービスの指定を受ける既存サービス事業所に

おいて、同時にサービスを受けることができる利用者の数の上限です。 

なお、当該利用定員の範囲内であれば，サービスごとの利用者の数に変動があっても差し支

えありません。 

（例） 定員 20 名の場合、利用日によって、共生型放課後等デイサービスの利用者が 10 人、指

定生活介護等の利用者が 10 人であっても、共生型放課後等デイサービスの利用者が 5 人、

指定生活介護等の利用者が 15 人であっても差し支えありません。 

 

3. 管理者 

共生型サービスの管理者と既存サービスの管理者が兼務でも差し支えありません。 

 

4. サービス管理責任者 

例えば、介護保険サービスを母体として、共生型放課後等デイサービス等の指定を受ける場

合は、新たにサービス管理責任者を置かなくても差し支えありません。 

  なお、共生型児童発達支援等において児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員又は看

護師（看護師の場合は医療的ケア児に対して）を配置し、かつ地域に貢献する活動（地域交流

の場の提供等）を実施している場合は「共生型サービス体制強化加算」又は「共生型サービス

医療的ケア児支援加算」の請求が可能です。 

 

5. 技術的支援 

共生型サービス指定に当たっては、指定障害福祉サービス事業所その他の関係施設から、共

生型サービス事業所が障害者の支援を行う上で必要な技術的支援を受けている必要があります。 

 

6. 基本報酬・加算 

  共生型サービスは、本来的な障害福祉サービス事業所等の基準を満たしていないため、本来

の報酬単価とは区別し、基準該当サービスを参考にした報酬が設定されています。 

  なお、各種加算については、指定障害通所支援と同様の算定基準を満たせば算定可能です。 

 
※チェックリスト・申請書の様式等は、和歌山県障害福祉課のホームページに掲載しています。 

  和歌山県障害福祉課 HP＞｢障害者・障害児 指定事業所等 申請・届出｣＞「各種 申請・届出様式」 
（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/shitei_jigyosyo/yoshiki.html） 
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Ⅴ 参考事項 
１． 資格要件について 
 

＜心理指導担当職員＞ 
 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く）の学部で、心理学を専修する学科若しくは

これに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するも

の又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。  
 
 

＜児童指導員の資格（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第４３条）＞ 
 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 
① 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業し

た者 
② 社会福祉士の資格を有する者 
③ 精神保健福祉士の資格を有する者 
④ 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く）において、社会福祉学、心理学、教育学

若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 
⑤ 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く）において、社会福祉学、心理学、教育学

又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第１０２条第２

項の規定により大学院への入学を認められた者 
⑥ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を

専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 
⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこ

れらに相当する課程を修めて卒業した者 
⑧ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第

２項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による１２年の学校教

育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含

む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、２年以上

児童福祉事業に従事したもの 
⑨ 教職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育

学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの 
 ※養護教諭及び栄養教諭の資格は該当しない 
⑩ ３年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの 

 
「児童福祉事業」：社会福祉法第２条第２項第２号及び第３項第２号に規定する下記事業をいう。 

児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理

治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児

童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、

養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小

規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、助産施設、保育所、児童厚生施設又

は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 
 
「従事する」：主たる業務が「直接支援の業務」及び「相談支援の業務」への従事をいう。 

「２年以上」とは、２年以上かつ３６０日以上 
「３年以上」とは、３年以上かつ５４０日以上 
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基礎研修 
 
相談支援従事者 
初任者研修 
講義部分 

＋ 
児童発達支援 
管理責任者研修 
（統一） 
講義演習 

実践研修 
 
児童発達支援 
管理責任者等 
研修 
 

 児童発達支援管理責任者の要件について  
 
 児童発達支援管理責任者は、障害児支援に関する専門的な知識と経験および個別支援計画の作

成・評価などの知見と技術が必要であることから、研修修了要件と実務経験要件を満たす者とし

ます。 
 

     研修情報は、和歌山県障害福祉課のホームページに掲載しています。 
     「事業者の方向けの研修情報」 

 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/kensyu/d00204946.html 
 

≪児童発達支援管理責任者研修及びサービス管理責任者研修体系の改正≫ 
令和 5 年度 6 月改定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基礎研修の受講 

児童発達管理責任者又はサービス管理責任者（以下、「児童発達管理責任者等」という。）に

配置に必要な実務経験年数より２年早く受講できます。 

 

基礎研修受講後の配置時の取扱い 

基礎研修修了者は、実践研修修了まで次の事項が可能です。 

①みなしとしての児童発達管理責任者等配置 

②個別支援計画の原案作成 

 

 ※個別支援計画の原案作成業務をする場合は、指定権者に児童発達管理責任者等とみなして配

置する（みなし配置）届を提出してください。 

 

 ※みなし配置の児童発達管理責任者等については、直接支援業務との兼務は可能です。（勤務

時間すべて直接支援の常勤換算に含めることができます。基準省令に定められた員数を超え

て配置された児童発達管理責任者等も同様に兼務可能とします。） 

 

実践研修の受講 
受講者の実務経験要件 
①実践研修受講前５年間に２年以上の相談支援（児童発達管理責任者等含む）又は直接支援業

務の実務経験（OJT）があること。 
②以下の要件を全て満たした場合は、研修受講のために必要な実務経験（OJT）が２年以上か

ら６月以上かつ９０日以上の期間に短縮可能となります。（受講修了日の翌日から配置可能。

一連の業務を行っていない日も参入してもよい。） 
 ・基礎研修受講時に、児童発達管理責任者等の配置に必要な実務経験要件を満たしている。 
 ・児童発達管理責任者等が配置されている事業所において、OJT 期間に個別支援計画作成ま

での一連の業務に１０回以上従事する。（利用者への面談上のアセスメントの実施、個別

計画の原案作成、児童発達管理責任者等が開催する個別支援会議への参加等。） 
 ・児童発達管理責任者等（みなし配置）として業務に従事することを指定権者に届出を行う。 

児童発達管理

責任者として

配置 

実務経験 
 
※ 実 務 経 験

要 件 に 達 す

る予定の 2 年

前 か ら 基 礎

研修受講可 
 

  
更新研修 

 
児童発達支援 
管理責任者等 
研修 

（5 年毎） 

   
OJT 
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更新研修の受講 

 受講者の要件（次のいずれかに該当する方） 

①実践研修受講年の翌年度から５年間で２年以上（勤務日数の指定なし）のサービス管理責任

者、児童発達管理責任者、管理者、相談支援専門員いずれかの実務経験がある 

②現にサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・管理者・相談支援専門員として従事し

ている 

 

※実践研修を修了した翌年度を初年度として、以降 5 年度毎に１回更新研修を受講する必要が

あります。（有効期限は実践研修修了日に関わらず年度末です。） 

 

（例）令和 5 年度中に実践研修を受講 

→配置が可能な有効期限：令和 10 年度末（令和 11 年 3 月 31 日） 

1 回目の更新研修受講期間：令和 6 年度～令和 10 年度 

→有効期限が 5 年延長 次回有効期限：令和 15 年度末（令和 16 年 3 月 31 日） 

2 回目の更新研修受講期間：令和 11 年度～令和 15 年度 

→有効期限が 5 年延長 次回有効期限：令和 20 年度末（令和 21 年 3 月 31 日） 

 
R5（年度） R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

実践研修 
受講 

R6～R10 年度以内に 1 回目更新研修を受講 R11～R15 年度以内に 2 回目更新研修を受講 

 

※受講期間内に更新研修が受講できなかった場合、児童発達管理責任者等としての資格は失効

しますが、実践研修を受講すると資格は復活します。（基礎研修の受講は不要です。） 

 

やむを得ない事由による措置 

やむを得ない事由により児童発達管理責任者等を欠いた事業所において、欠如した日から 1 年

間、配置に必要な実務経験を有するものを児童発達管理責任者等として配置することが可能です。 

なお、やむを得ない事由に該当するかは、指定権者と個別に協議してください。 

 

※利用者保護の観点からも、資格を有さないサービス管理責任者等を配置することには相応の

根拠が必要と考え、和歌山県においてはやむを得ない事由（「事業者の責に帰さない事由」及び

「直ちに配置することが困難な場合」）に該当するのは以下のとおりとします。 

◎事業者の責に帰さない事由 

事業所が欠如に対して対応策を講じていたにも関わらず、不測の事態や災害などの非常事態に

おいて欠如した場合については「やむを得ない事由」とすることができます。 

自己都合の退職のみの理由では原則「やむを得ない事由」には該当しません。 

◎直ちに配置することが困難な場合 

新たな者を雇用した場合に現在の従業者に不利益を生じる場合が該当します。 

募集しているが応募がないことについては、複合的な理由が想定されることから、それのみを

もって根拠とすることはありません。 

 

※やむを得ない配置として県が認めた事例は、病気休暇、介護休暇、育児・産前産後休暇（休

業）等により一定期間不在となるが、復職する見込みのある（雇用を継続している）児童発

達管理責任者等の代理として配置したケースです。 

 

※やむを得ない事由により配置された児童発達管理責任者等が以下の要件を全て満たす場合

は、欠如した日から最大２年間配置可能です。 

・配置の実務経験要件を満たしている。 

・欠如した時点で既に基礎研修を修了済み。 

・欠如する以前から当該事業所に配置されている。
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実務経験要件（児童発達支援管理責任者） 

（令和５年６月３０日改正 平成 24 年厚生労働省告示第 230 号） 
※配置に必要な実務経験（基礎研修受講は、経験年数の２年前から受講可能です。） 

※（二重下線）の業務はサービス管理責任者配置の実務経験とはならないため、ご留意ください。 
 

業務内容 
実務経験年数 

国家

資格 

有資

格者 

左記

以外 

相
談
支
援
業
務 

⑴ 
地域生活支援事業、相談支援事業（特定（計画・障害児）、一般）、身体

(知的)障害者相談支援事業 

３
年
以
上 

か
つ 

□
を
除
く
期
間
を
３
年
以
上 

５
年
以
上
（
相
談
支
援
・
直
接
支
援
通
算
で
可
）
か
つ 

□
を
除
く
期
間
を
３
年
以
上 

５
年
以
上 

か
つ 

□
を
除
く
期
間
を
３
年
以
上 

⑵ 

児童相談所、児童家庭支援センター、身体(知的)障害者更生相談所、福祉

事業所、発達障害者支援センター、精神障害者社会復帰施設（旧精神保健

福祉法） 

⑶ 

乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、障害児入所施設、障害者支援

施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護

老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター 

⑷ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター 

⑸ 
学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校、高等専門学校） 

⑹ 

病院もしくは診療所に従事する者で、次のいずれかに該当する者 

①社会福祉主事任用資格を有する者 

②介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2 級）に相当する研修を修了し

た者 

③国家資格等（下記参照）を有するもの 

④相談支援業務⑴～⑸の期間が 1 年以上の者 

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務 

直
接
支
援
業
務 

⑴ 

乳児院、助産施設、母子生活支援施設、保育所、認定こども園、児童厚生

施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自

立支援施設、障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人

保健施設、介護医療院、病室（病室・診療所）であって医療法に規定する

療養病床 

８
年
以
上 

か
つ 

□
を
除
く
期
間
を
３
年
以
上 

⑵ 

障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、

子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子

育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的

保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病

児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅

介護等事業 

⑶ 病院、診療所、薬局、訪問看護事業所 

⑷ 障害者雇用促進法に規定する特例子会社、助成金受給事業所 

⑸ 
学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校、高等専門学校） 

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務 
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有
資
格
者 

以下の資格取得（実務経験年数は資格取得以前の期間も含めて可） 

①社会福祉主事任用資格者（社会福祉士等） 

②保育士 

③児童指導員任用資格者（精神保健福祉士、教員免許（幼稚園含む、養護教員除く）、大学又は大学

院卒業（社会福祉学、心理学、教育学、社会学いずれかを専修する学科であること）、児童福祉事

業実務経験等） 

④介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2 級）に相当する研修を修了した者（介護福祉士等） 

⑤（旧精神保健福祉法）精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者 

 

国
家
資
格
等 

以下の資格取得後、業務に従事していた期間が５年以上（実務経験年数と重複でも可） 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉

士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、は

り師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士 

 

◎相談支援業務 

  身体上または精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障があ

る者又は児童の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その

他これに準ずる業務をいう。 

 

◎直接支援業務 

  身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者又は児童につ

き、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者の及びその介護者に対して介護に

関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力

の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に

関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務をいう。 

 

◎実務経験について 

当該業務に従事した日数についても下記のとおり満たさなければならない。 

  「６月以上」 6 月かつ９０日以上 

「２年以上」 ２年以上かつ１８０日以上 

「３年以上」 ３年以上かつ５４０日以上 

「５年以上」 ５年以上かつ９００日以上 

 「８年以上」 ８年以上かつ１４４０日以上 
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２．児童福祉法に規定する欠格事項について（第２１条の 5 の１５第 3 項一部要約） 
 

(1) 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 

(2) 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第 21 条の 5

の 19 第 1 項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。 

(3) 申請者が、第 21 条の 5 の 19 第 2 項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設

備及び運営に関する基準に従って適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認

められるとき。 

(4) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる

までの者であるとき。 

(5) 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの 

（※）の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる

までの者であるとき。 

（※）身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、社会福祉法、老人福祉法、

社会福祉士及び介護福祉士法、介護保険法、精神保健福祉士法、障害者総合支援法 

(6) 申請者が、第 21 条の 5 の 24 第 1 項の規定により指定を取り消され、その取消しの日か

ら起算して 5 年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当

該取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日前 60 日以内に当該法

人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人（以下「役

員等」という。）であった者で当該取消しの日から起算して 5 年を経過しないものを含み、当

該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前 60 日以内に当

該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して 5 年を経過しないものを含む。）であ

るとき。 

(7) 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。）の株式の所有その他の事由を通じ

て当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者

として内閣府令で定めるもの（以下「申請者の親会社等」という。）、申請者の親会社等が株

式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を

与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を

通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者とし

て内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をい

う。）が、第 21 条の 5 の 24 第 1 項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起

算して 5 年を経過していないとき。 

(9) 申請者が、第 21 条の 5 の 24 第 1 項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法

第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する

日までの間に第 21 条の 5 の 20 第 4 項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業

の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して 5 年を経過しな

いものであるとき 

(10) 申請者が、第 21 条の 5 の 22 第 1 項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定

日までの間に第 21 条の 5 の 20 第 4 項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業

の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して 5 年を経過しな

いものであるとき。 

(11) 前号に規定する期間内に第 21 条の 5 の 20 第 4 項の規定による事業の廃止の届出があ

った場合において、申請者が、同号の通知の日前 60 日以内に当該事業の廃止の届出に係る法

人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法

人でない者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）の管理者であった者で、

当該届出の日から起算して 5 年を経過しないものであるとき。 

(12) 申請者が、指定の申請前 5 年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為を

した者であるとき。 

(13) 申請者が、法人で、その役員等のうちに第 4 号から第 6 号まで又は第 9 号から第 12 号

までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 
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(14) 申請者が、法人でない者で、その管理者が第 4 号から第 6 号まで又は第 9 号から第 12

号までのいずれかに該当する者であるとき。 

 

※(8)削除 
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３．用語の定義等 
 ◆常勤換算方法 

当該指定障害福祉サービス事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害福祉サービス

事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が 32 時間を

下回る場合は３２時間を基本とする。）で除することにより、当該指定障害福祉サービス事

業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤

務延べ時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所の指定等に係る事業のサービスに従事す

る勤務時間の延べ数であること。 

   ※ この算定に当たっては、小数点第２位以下を切り捨てること。 

 

 ◆勤務延べ時間数 

勤務表上、指定障害福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位置付けられてい

る時間又は当該指定障害福祉サービス等の提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含

む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者１人につき、勤

務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所等におい

て常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 

 

 ◆常勤 

指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障害福祉サービス事業所等

において定められている、常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が

３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）に達していることをいうものである。 

 

 ◆専ら従事する・専ら提供に当たる・専従 

原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の職務に従事しな

いことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指定障害福祉サー

ビス事業所等における勤務時間（サービスの単位ごとの提供時間）をいうものであり、当該

従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 
※兼務とは、勤務している指定障害福祉サービス事業所において、勤務すべき職種
以外の職務に同時並行的に従事していることを指す。 

 

 ◆未就学児等支援区分 

  非該当 

・主として重症心身障害児を通わせる事業所において重症心身障害児を支援した場合。 

・児童発達支援センターでの支援。 

・共生型障害児通所支援 

  区分Ⅰ 

   ・前年度（４月１日から翌年３月３１日まで）の延べ利用者のうち、小学校就学前のもの

の占める割合が７０％以上であること。（小数点第 2 位以下を切り捨て） 

   ・多機能事業所の場合は、他の事業（放課後デイサービス等）の利用者は含めず、児童発

達支援の報酬を算定している児童の延べ利用人数により算出すること。 

   ・新設又は増改築を行った場合に関して、前年度において１年未満の実績が場合（全くな

い場合を含む）は、3 か月未満の間は開始日から届提出までの間の在籍者数（契約者数）

により判定し、3 か月以上 1 年未満の間は、開始日から 3 か月における利用者延べ人数に

より算出すること。 

  区分Ⅱ 

   ・非該当及び区分１の要件に該当しない場合。 

 

 ◆実務経験と日数換算 

  １年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ実際に業務に従事し 
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た日数が１年あたり１８０日以上（日数は通年で算定することが可能）あることをいうものと

する。 

 例）「８年以上」：８年以上かつ 1440 日以上 
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４．和歌山県条例 
 
○和歌山県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

平成 24 年 10 月 5 日 
条例第 73 号 

(趣旨) 
第 1 条 この条例は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第

21 条の 5 の 4 第 1 項第 2 号、第 21 条の 5 の 15 第３項第 1 号、第 21 条の 5 の
17 第 1 項各号並びに第 21 条の 5 の 19 第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、指定
通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

 
(定義) 

第 2 条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。 
 

(指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等) 
第 3 条 第 1 条の指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等は、次

条から第 6 条までに定めるもののほか、法第 21 条の 5 の 4 第 2 項、第 21 条の 5
の 15 第４項、第 21 条の 5 の 17 第 2 項及び第 21 条の 5 の 19 第 3 項に規定す
る内閣府令で定める基準の例による。 

 
(人権擁護) 

第 4 条 指定通所支援又は基準該当通所支援(以下「指定通所支援等」という。)の事業
を行う者は、指定通所支援等を利用する障害児の人権を擁護するため、指定通所支援
等を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人
権擁護に関する研修を実施しなければならない。 

 
(非常災害対策) 

第 5 条 指定通所支援等(保育所等訪問支援に係るものを除く。以下この条及び次条に
おいて同じ。)の事業を行う者は、非常災害対策を推進するため、指定通所支援等を提
供する事業所ごとに災害対策推進員を置かなければならない。 

 
(安全管理対策) 

第 6 条 指定通所支援等の事業を行う者は、指定通所支援等を利用する障害児の安全管
理対策を推進するため、指定通所支援等を提供する事業所ごとに安全管理対策推進員
を置かなければならない。 

 
(委任) 

第 7 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別
に定める。 

 
附 則 

この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 25 年 3 月 22 日条例第 12 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則(平成 30 年 3 月 23 日条例第 26 号) 

この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(令和５年 3 月 14 日条例第 14 号) 

この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 7 条の規定（「厚生労働省
令」を「内閣府令」に改める部分を除く。）は、公布の日から施行する。 


